
 

 

CAP とは Child Assault Prevention（子どもへの暴

力防止）の頭文字をとったもので、子どもたちがいじ

め、痴漢、誘拐、虐待、性暴力といったさまざまな暴

力から自分を守るための人権教育プログラムです。 

今回のカフェは、子どもの人権を守ることを主眼に、

CAPの考え方を活用しながら、皆さんと一緒に、子ど

も虐待防止のためにできることを考える時間です。  

【注意事項】 
本講座はオンライン講座です。Zoomを使って行います。Wifiなど
ネット接続ができる環境で、PC・スマホ・タブレットなどから視聴
できます。Zoomの接続テストサイト（ https://zoom.us/test ）
にて、事前にご確認いただけると安心です。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

右のコードを読み込み、Peatixのイベン 

トページから詳細を確認の上、お申し込 

みください。申込完了後、ご登録のメールアドレス宛に

『お申込み詳細』のメールが自動配信されます。自動配

信メールが届いているかを必ずご確認ください。 
 

 

 

 

詳細・お申込みはこちら 

最近よく見聞きする「子ども虐待」。 

「もしかしたら起きるかもしれないけれど、どうしたらいいの？」 

「家庭のなかで起きることはどうしようもない」・・・皆さんはどう感じていますか？ 

大切なことは「子ども虐待」を他人事にせず、まずは「関心」を持っていただくことです。 
 

皆さん、「CAP」って聞いたことがありますか？ 
 

今回は皆さんと一緒に、CAP の考え方を活用し、子どもの権利を守り、虐待の予防につなげて

いく―そんな機会を準備しました。 
 

子ども、そして親も、ひとりでがんばらせない。 
そんな地域となるために、できることをご一緒に考えていきましょう。 

本事業は NPO法人 CAPセンター・JAPANが山梨県子育て支援局子ども福祉課より受託している事業です。 

山梨県にお住まいのみなさまへ 

本事業に関するお問い合わせ先 

NPO 法人CAP センター・JAPAN 
〒545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町 2-1-1-104 
TEL:(06)6648-1120（平日 11:00〜16:00） 
E-mail:info@cap-j.net 
http://cap-j.net/ 

CAP とは？ カフェで何をするの？ 

定員 60 名程度 主催 山梨県 募集期間2月24日（金）12時まで  
 


